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１．都市計画マスタープランの策定経緯 
 

平
成

25
年
度 

 

大川市の都市計画に関する基礎調査及び分析、課題の整理 

平
成
26
年
度 

 

平
成
27
年
度 

 

 

平
成
28
年
度

 

 

平
成
29
年
度 

 

 

都市計画審議会

都市計画審議会（第 1 回）
3 月 29 日 

都市計画審議会（第 2 回）
5 月 18 日 

市民アンケート調査 

第 1 回策定委員会 
7 月 15 日 

第 2 回策定委員会 
8 月 19 日 

第 3 回策定委員会 
10 月 8 日 

第 6 回策定委員会 
3 月 30 日 

第 5 回策定委員会 
2 月 12 日 

第 4 回策定委員会 
11 月 26 日 

都市計画マスタープラン
策定委員会 

パブリックコメント 
4 月 17 日～5 月 1 日

パブリックコメント

第 4 回まちづくり懇話会 
2 月 21 日 

第 3 回まちづくり懇話会 
1 月 24 日 

第 2 回まちづくり懇話会 
12 月 6 日 

第 1 回まちづくり懇話会 
11 月 22 日 

まちづくり懇話会 

子育て世代意見交換会 

子育て世代意見交換会 
1 月 26 日 

第 5 回まちづくり懇話会 
3 月 21 日 
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（1）まちづくり懇話会 

検討内容 

回 検討テーマ ワークショップの内容 開催日 

１ 
オリエンテーション 
 
私たちの住む地域の 
現状を考えよう！ 

●まちづくり懇話会の趣旨説明 
●大川市の都市特性等の紹介 
●まち歩きマップ（素案）の作成（地域資源・問

題点の掘り起こし） 
●まち歩きの視点、コース、スケジュールの検討 

平成 26 年 
11 ⽉ 22 ⽇ 

（⼟） 

２ 

まち歩き 
 
私たちの住む地域の 
魅力や問題点を 
探しに行こう！ 

●まち歩き 
●まち歩き（地域資源）マップづくり 

平成 26 年 
12 ⽉ 6 ⽇ 

（⼟） 

３ 

まちづくりの施策検討 
 
私たちの住む地域を 
よりよいものと 
するための方法を 
考えよう！ 

●地域の魅力探し・課題探し 
●地域のまちづくり施策の検討 

平成 27 年 
1 ⽉ 24 ⽇ 

（⼟） 

４ 
まちづくりプラン作成 
 
私たちの住む地域の 
将来像を考えよう！ 

●地域のまちづくり施策の検討 
●将来像の設定 

平成 27 年 
2 ⽉ 21 ⽇ 

（⼟） 

５ 

まちづくりプラン発表 
 
私たちができる 
地域づくりを 
考えよう！ 

●まちづくりの提言 
●私たちでできる施策の検討 

平成 27 年 
3 ⽉ 21 ⽇ 

（⼟） 

※地域コミュニティを単位とした⼤川、三⼜、⽊室、⽥⼝、川⼝、⼤野島の６地域 

（2）子育て世代意見交換会 

検討内容 

回 ワークショップの内容 開催日 

１ 

●子育て世代意見交換会の趣旨説明 
●大川市の都市特性等の紹介 
●まちの魅力探し・課題探し 
●まちづくり施策の検討 

平成 27 年 
1 ⽉ 26 ⽇ 

（⽉） 
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（３）都市計画マスタープラン策定委員会 

委員名簿 

 委 員 名 所 属・役 職 

委 員 長 井上 亜紀 佐賀大学経済学部 准教授 

副委員長 後藤 隆太郎 佐賀大学大学院工学系研究科 准教授 

委  員 

古川 敬次郎 大川市農業委員会 委員 

園田 雄司 大川商工会議所 副会頭 

大渕 典子 大川女性ネットワーク 理事 

古賀 幸雄 大川市区長会 副会長 

永島 幸夫 まちづくり懇話会 大川地域代表 

川野 徳秀 まちづくり懇話会 三又地域代表 

中村 英樹 まちづくり懇話会 木室地域代表 

岡 洋介 まちづくり懇話会 田口地域代表 

山浦 寛明 まちづくり懇話会 川口地域代表 

江頭 和彦 まちづくり懇話会 大野島地域代表 

原田 昌宏 福岡県南筑後県土整備事務所地域整備企画監 

酒見 隆司 大川市 副市長 

（順不同・敬称略） 
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２．市民アンケート調査結果（抜粋） 

＜市⺠アンケートの実施要領＞ 
・対象  ：15 歳以上の市⺠の中から無作為に抽出した 3,500 ⼈に郵送配布 
・実施時期：平成 26 年７⽉実施 
・回収状況：有効回答：1,040 票 回答率：30％ 

 

（１）まちづくりの方向性に関するアンケート結果 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

①暮らしやすいまちについて

②市街地の⽅向性について
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隣人との関わりが頻繁な町

職場が近い町

公園が近い町

宅地が広く、ゆとりがある町

教育施設や子育て施設が近い町

車で移動しやすい町

風景がきれいな町

市役所などの公共・公益施設が近い町

人が集まり、賑わいや活気のある町

緑・水辺などの自然が多い町

鉄道・バス等で移動しやすい町

病院や福祉施設が近い町

買い物の便が良い町

n=1040
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積極的に市街地の拡大を図ったほうがよい

（農地の転用はやむを得ない）

今のままでよい

人口の減少を考慮して、

今の市街地をコンパクトに集約した方がよい

良好な市街地や居住環境を形成できるのであれば、

多少の拡大はしてもよい

これ以上の市街地の拡大を抑え、

今の市街地を充実させたほうがよい

n=1040
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③⼯業地の⽅向性について

④商業地の⽅向性について

⑤⾃然環境の⽅向性について

107

22

102

110

158

225

285

355

0 50 100 150 200 250 300 350 400

不明
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今のままでよい

生活環境が悪化するため、

これ以上の工業地は必要ない

木工業を育成しつつ住環境を保護するために、

住宅地と工場が混在してもよい

雇用拡大のため、

既存の工場や工業用地の充実を図る

市街地の工場を工業用地に集約し、

住宅地や商業地とわける

雇用拡大のため、

企業誘致や新しい工業団地を整備する

n=1364
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不明

その他

今のままでよい

生活環境の質が向上するのであれば、

自然環境の減少は仕方ない

農地やクリークなどの自然環境を積極的に活用し、

住宅地を開発すべきである

農地やクリークなどの自然環境を保全すべきである

n=1037
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今のままでよい

コンビニなど、

気軽に利用できる店舗を充実させる

自動車利用に配慮し、

郊外の幹線道路沿いに誘致する

文化施設など、公共・公益施設と一緒に

街なかに商業拠点をつくる

日常の買い物に利用しやすい

身近な店舗や商店街を充実させる

n=1943
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⑥公園緑地の⽅向性について

⑦道路の整備効果について

⑧道路の⽅向性について

113

25

37

74

94

97

160

174

439

730

0 100 200 300 400 500 600 700 800

不明

その他

交通事故の危険が少なくなった

福岡方面に行きやすくなった

特に変わっていない

佐賀方面に行きやすくなった

市街地を通る大型車が少なくなった

国道208号をはじめとする市街地の渋滞が緩和した

八女方面に行きやすくなった

柳川・大牟田方面に行きやすくなった

n=1943
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今のままでよい

周辺都市への移動を円滑にするために

新しい幹線道路の整備を図る

現状や住民の要望に即した道路整備にするため、

計画の見直しや廃止を行う

街路樹や歩道の舗装など、

景観に配慮した美しい道路を整備する

周辺都市への移動を円滑にするために

既存道路の整備（拡幅など）を図る

通学路など、家のまわりの生活道路の整備を図る

誰もが安心して道路を利用できるように配慮する

n=1912
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今のままでよい

大規模な公園の充実を図る

河川やクリークを活用した親水空間の充実を図る

市の史跡や観光スポットを巡る散策路の充実を図る

自然環境の保全を図る

災害時の避難場所となる防災公園の充実を図る

身近にある小さな公園や子供の遊び場の充実を図る

n=1839
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３．用語集 
ページについては、初出のものを記載しています。 

 

か 行 

 

合併処理浄化槽（→P45） 

台所や風呂の生活雑排水をし尿と合わせて

処理できる浄化槽。 

 

幹線道路（→P53） 

大川市内の拠点を結び隣接市町との連携を

支える道路。 

 

景観計画（→P2） 

良好な景観の形成を図るため、その区域、良

好な景観の形成に関する基本的な方針、行為

の制限に関する事項などを定める計画。 

 

広域幹線道路（→P27） 

大川市と周辺都市との円滑な連携を支える

道路。 

 

公共公益施設（→P26） 

官公庁施設（市役所など）、教育文化施設（学

校、公民館など）、社会福祉施設（病院・老

人ホームなど）の施設。 

 

交通弱者（→P50） 

自らの交通手段を持たない人は公共交通が

整っていない地域では移動が不便であるた

め、ここでは交通弱者と定義。 

 

コミュニティバス（→P61） 

一般に、公共交通の空白地域・不便地域の解

消等を図るため、市町村が交通事業者に委託

して運送を行なう乗合バス（乗合タクシーを

含む）や、市町村自らが交通事業者として行

なう有償運送。 

 

 

 

 

た 行 

 

地域防災計画（→P50） 

災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、市

民の生命、財産を災害から守るための対策を

実施することを目的とし、災害に係わる事務

又は業務に関し、関係機関及び他の地方公共

団体の協力を得て、総合的かつ計画的な対策

を定めた計画。 

 

地区計画（→P2） 

地区計画は、一体的に整備、開発及び保全を

図るべき地区について、道路・公園等の地区

施設の配置および規模に関する事項、建築物

の形態・用途・敷地等に関する事項を総合的

かつ一体的にひとつの計画として定めた都

市計画。 

 

通過交通（→P60） 

地域内に用事のない車が、地域内の道路を使

って通過すること。長距離トラックや乗用車

などが目的地ではないまちを通過する場合

など。 

 

田園景観（→P53） 

農地と中低層建築物からなる集落、社寺林や

河川、水路からなる景観。 

 

特別工業地区（→P24） 

用途地域内において、地区の特性に応じた土

地利用を進めるため補完的に定める特別用

途地区の一つ。 

 

都市計画区域（→P2） 

一体の都市として総合的に整備、開発、保全

する必要がある区域を都市計画区域として

都道府県知事が指定。 
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都市計画道路（→P29） 

都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活

と機能的な都市活動を確保する、都市交通に

おける最も基幹的な都市施設として都市計

画法に基づいて都市計画決定された道路。 

 

都市施設（→P2） 

道路、公園等、都市の骨格を形成し、円滑な

都市活動を確保し、良好な都市環境を保持す

るための施設の総称。 

 

 

な 行 

 

農業振興地域（→P2） 

まとまりのある農用地があり、一体として農

業振興を図るべき地域を県が指定。 

 

 

は 行 

 

バリアフリー（→P59） 

障害者や高齢者などの行動・生活上の障害を

取り除いた環境のこと。 

公共空間では、段差のない歩道やノンステッ

プバス等がバリアフリー施設。 

 

非線引きの都市計画区域（→P54） 

市街化区域（市街地として積極的に開発・整

備する区域）と市街化調整区域（市街化を抑

制すべき区域）に区分する制度を適用しない

都市計画区域。 

 

ポケットパーク（→P66） 

道路わきの空き地などわずかな土地を利用

した小さな公園または休憩所。地域の生活環

境を良くすることを重視し、気軽に休める憩

いの場。 

 

 

補助幹線道路（→P53） 

幹線道路を補完し住宅地や集落などからの

交通を効率良く集散させるための道路。 

 

 

や 行 

 

優良農地（→P56） 

農業振興地域における農用地等、一団のまと

まりのある農地や、農業水利施設の整備など

を行ったことによって生産性が向上した農

地など良好な営農条件を備えた農地。 

 

ユニバーサルデザイン（→P59） 

年齢、性別、身体、言語など、人々が持つ様々

な特性や違いを超えて、はじめから、できる

だけすべての人が利用しやすいように配慮

した環境、建物、製品等のデザインをしてい

こうという考え方。 

 

用途地域（→P22） 

都市機能の維持増進や住環境の保全等を目

的とした土地の合理的利用を図るため、建築

物の用途、容積率、建ペい率等について制限

を行う地域。 

 

 
 


